
公害苦情を防ごう 

※ このパンフレットは品川区内の区民・業者向けに作成されたものです。 
区外においては一部異なる場合があります。 

品川区 環境課 

公害苦情を防ごう 

   皆さんは『公害』という言葉にどんなイメージをお持ちですか？ 
公害とは、環境基本法で下記の様に定義されています。 
「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる 
 大気汚染  ・ 水質汚濁  ・ 土壌汚染  ・ 騒音  ・ 振動  ・ 地盤沈下 ・ 悪臭 
によって、人の健康又は生活環境に関わる被害が生ずることをいう。」 
この7種類を『典型７公害』と呼んでいます。 
    公害と感じるかどうかは人によって異なります。例えば、風鈴の音を心地よい

と感じる人・うるさいと騒音に感じる人、スパイスを良い香りだと感じる人・悪臭
だと感じる人など様々です。皆さんの身の回りでも、このようなことは多く存在し
ています。しかし、ちょっとしたお互いの心遣いで苦情になる前に防げることも
多くあります。苦情を防いで、誰もが住みやすい環境を造りましょう。 
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《苦情》 
・事前に周知がなかった。 
・看板が設置されていない。 
・作業のやり方が荒い。 
・夜遅くまで作業している。 
・作業時間が徹底されてい 
  ない。 

《苦情》 
・機械の音がうるさい。振 
 動がする。 
・早朝（深夜）の積荷作業 
  がうるさい。 

《苦情》 
・室外機の音がうるさい 
・拡声器の音量が大き 
  すぎる 
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★苦情対応のポイント★ 

Ẏ  

 
   

 
 
 

 
    

 
   

᷂ ʤ 

ᶽṦ  

 
   

 
 

《苦情》 
・隣の空き地の雑草が伸び放題。 
・火事になりそうで心配。 
・不法投棄されている。 

 
   

 
 

 
   

 

 

《苦情》 
・ごみの出し方が悪く、それにより悪臭が 
  発生している。 
・排気の際の臭いが我慢できない。 

 

 
 

   

 
  
  
 

★環境課での苦情対応について★ 



平成２６年３月作成 

６時 ８時 １９時 翌６時 

45  40  40  

騒音の規制基準と目安 
（単位：dB） 

市街地の深夜 

45  45  
50  

50  55  55  60  
普通会話 

55  60  60  70  
電気式掃除機 

住宅地
の昼間 

品川区 環境課 指導調査係 

〒140-8715 品川区広町2-1-36 

T E L 
FAX 
H P 

： 
： 
： 

03-5742-6751 
03-5742-6853 
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ 

～お問い合わせ先～ 

図書館 

６時 ８時 ２０時 ２３時 翌６時 

※建設作業においては規制基準が異なります。 
   上のイラストは音量のイメージです。 

第１種低層 
  住居専用地域 

第１種区域 

第２種区域 

第１・２種中高層 
    住居専用地域 
第１・２種住居地域 
無指定地域 

第３種区域 

近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
特別工業地区 

第４種区域 

工業地域 


